
 

街路花壇等の管理団体の皆さまへ 

 

 

皆さまに管理いただいている花壇により、ふくおかのまちに彩りと潤いがう

まれ、通りを行き交う人々の目をいつも楽しませていただいており、本当にあ

りがとうございます。 

福岡市では、街路花壇の中でも特に規模が大きく、歩道に接しておらず管理

が難しいロータリー内の花壇等について、散水栓の設置によるサポートを行っ

ております。（ただし、水道料金は使用者（花壇管理団体等）で負担をお願いし

ます。） 

サポート対象要件は以下のとおりとなっております。対象にあてはまり、設

置を希望される場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記条件等をすべて満たすものについて、順次設置を進めていきますが、 

予算の確保状況や現地調査、ヒアリング等によって設置時期は未定となります。

また、現地調査の結果、設置できない場合もあります。予めご了承下さい。 

 

 

 

【問い合せ先】 

福岡市住宅都市局 

一人一花推進部一人一花推進課 

TEL：092－711－4424 

FAX：092－733－5590  

Mail：hitorihitohana.HUPB@city.fukuoka.lg.jp 

 

【主な設置条件等（すべてを満たすこと）】 

 ・駅前など多くの人の目につく場所にあるもの。 

・花壇の管理（水運び）が難しい場所※1 にあるもの。 

・花壇のうち、水やり実面積が 20 ㎡以上あるもの。 

・活動団体の活動実績が５年以上あるもの。 

・水道料金は使用者（花壇管理団体）が負担する。 

【参考】水道料金の算出方法（２か月） 

｛基本料金（1,700 円）＋従量料金｝× 消費税及び地方消費税相当額 

（従量料金は使用水量が多くなるほど１ｍ3 当たりの単価が高くなります。） 
  

※1 歩道に接していないロータリー等や、活動延長が 100m 以上に渡る場所を 

想定しております。 

駅前ロータリーなどの大規模街路花壇への散水栓設置を行っています！ 


